
第5期計画策定に係る国のガイドラインについて

1 市町村地域福祉計画策定ガイドライン 2 重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン
令和3年3月31日に厚労省４局連名で「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」の改正に 本市で今後、重層的支援体制整備事業を実施する場合、本計画の策定についても検討が必要である。
ついて通知（技術的助言）が出され、以下の事項を盛り込むこととされた。 ⑴ 重層事業を適切かつ効果的に実施するため、地域における高齢者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉
⑴ 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項 その他の福祉に関する基本方針（事業全体の実施目的、各分野の事業に共通する基本方針など）

ア 様々な課題を抱える者の就労や活躍の場の確保等を目的とした、福祉以外の様々な分野との ⑵ 重層事業について、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくりに向けた支援事業、アウトリーチ等を
連携に関する事項 通じた継続的支援事業、多機関協働事業のそれぞれの提供体制に関する事項

イ 高齢、障害、子ども・子育て等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野に関する事項 ⑶ 重層事業の事業目標・評価指標
ウ 制度の狭間の課題への対応の在り方 ⑷ 関係機関間の一体的な連携に関する事項
エ 生活困窮者のような各分野横断的に関係する者に対応できる体制
オ 共生型サービス等の分野横断的な福祉サービス等の展開 3 本市地域福祉計画と重層的支援体制整備事業実施計画の関係性
カ 居住に課題を抱える者への横断的な支援の在り方 本市で重層的支援体制整備事業を実施することとした令和5年度に向けて重層的支援体制整備事業実施計画を
キ 就労に困難を抱える者への横断的な支援の在り方 市内部で策定し、令和6年度からスタートする第5期地域福祉計画では重層計画を併せて記載する予定。
ク 自殺対策の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方
ケ 市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域

づくりの観点も踏まえた権利擁護の在り方
コ 高齢者、障害者、児童に対する虐待への統一的な対応や、家庭内で虐待を行った養護者又は保護者

が抱えている課題にも着目した支援の在り方
サ 保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をした者等への社会復帰支援の在り方
シ 地域住民等が集う拠点の整備や既存施設等の活用
ス 地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決に取り組むことができる地域づくりを進めるための

圏域と各福祉分野の圏域や福祉以外の分野の圏域との関係の整理
セ 地域づくりにおける官民協働の促進や地域福祉への関心の喚起も視野に入れた寄附や共同募金等の

取組の推進 4 計画策定の体制
ソ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携体制 ガイドラインにおいては、以下のとおり行政内部の計画策定体制や地域福祉計画策定委員会等について
タ 全庁的な体制整備 記述がある（一部抜粋して以下に記載）。

⑵ 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項
ア 福祉サービスを必要とする地域住民に対する相談支援体制の整備 【行政組織横断的なプロジェクトチームの記述】
イ 支援を必要とする者が必要なサービスを利用することができるための仕組みの確立 〇 　地域福祉計画は、各福祉分野が共通して取り組むべき事項を記載する、いわば福祉分野の「上位計画」であり、
ウ サービスの評価やサービス内容の開示等による利用者の適切なサービス選択の確保 重層的支援体制整備事業実施計画、老人福祉計画、介護保険事業計画、医療介護総合確保促進法に
エ 利用者の権利擁護 基づく市町村計画、障害福祉計画、障害児福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策
オ 避難行動要支援者の把握及び見守り・支援の推進方策 推進法に基づく市町村行動計画、健康増進計画、その他の関連する計画との調和を図り、かつ、福祉・保健・

⑶ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 医療及び生活関連分野との連携を確保して策定される必要がある。
⑷ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 　そのため、市町村行政全体での取組が不可欠であり、関係部局が一堂に会した地域福祉計画の検討会を開催

ア 地域住民、ボランティア団体、NPO等の社会福祉活動への支援 したり、部局を横断した職員による地域福祉計画策定のためのプロジェクトチームを立ち上げることも有効な手法の
イ 住民等による問題関心の共有化への動機付けと意識の向上、地域福祉推進への主体的参加の促進 一つと考えられる。
ウ 地域福祉を推進する人材の養成

⑸ 包括的な支援体制の整備に関する事項 【地域福祉計画策定委員会の記述】
ア 「住民に身近な圏域」において、住民が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境 〇 　地域福祉計画の策定に当たっては、市町村の地域福祉担当部局に地域福祉推進役としての地域住民、

の整備 学識経験者、福祉・保健・医療関係者、民生委員・児童委員、市町村職員等が参加する、例えば「地域福祉
イ 「住民に身近な圏域」において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備 計画策定委員会」のような策定組織を設置することが考えられる。
ウ 多機関の協働による市町村における包括的な相談支援体制の構築

【地域福祉計画策定方針の決定】
〇 　地域福祉計画策定委員会は、都道府県が示す地域福祉計画の策定方針を勘案するなど都道府県と調整し

つつ、住民等の主体的参加を実現するため、地域住民同士の交流会、関係団体も含めた懇談会、ヒアリング、
アンケート調査等を実施し、地域福祉計画に住民等の地域福祉の在り方に関する意見を十分に反映させる旨の
策定方針を定める必要がある。

資料３－2 市川市社会福祉審議会地域福祉専門分科会
令和4年5月20日（金）
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